
○
総
務
省
令
第
七
十
五
号

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
放
送
法
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
八
月
十
二
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

放
送
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順

次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
設
備
に
関
す
る
報
告
）

（
設
備
に
関
す
る
報
告
）

第
百
二
十
七
条

認
定
基
幹
放
送
事
業
者
、
特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
及
び
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
は
、
毎

第
百
二
十
七
条

認
定
基
幹
放
送
事
業
者
、
特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
及
び
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
は
、
毎

年
六
月
末
日
ま
で
に
、
前
年
四
月
一
日
か
ら
当
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
基
幹
放
送
設
備
、
特
定
地
上
基
幹
放

年
四
月
か
ら
各
六
箇
月
ま
で
の
期
間
ご
と
に
そ
の
期
間
中
に
お
け
る
基
幹
放
送
設
備
、
特
定
地
上
基
幹
放
送
局

送
局
等
設
備
又
は
基
幹
放
送
局
設
備
の
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

等
設
備
又
は
基
幹
放
送
局
設
備
の
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

号
に
定
め
る
様
式
の
報
告
書
（
当
該
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
法
第
八
十
四
条

定
め
る
様
式
の
報
告
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
二
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
）
を
含
む
。
第
百
五
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
総
務
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

別
表
第
二

十
八
号

（第
12
7
条
関
係

）

別
表

第
二

十
八

号

（第
12

7
条

関
係

）

基
幹

放
送
設
備

の
状
況
報

告
書

基
幹
放

送
設
備
の

状
況
報
告
書

年
月

日
年

月
日

総
務
大
臣

殿
総

務
大

臣
殿

郵
便

番
号

郵
便

番
号

住
所

住
所

ふ
り
が
な

ふ
り

が
な

（
）

（
）

氏
名

法
人
又

は
団
体
に

あ
つ

て
は

名
称

及
び

氏
名

法
人

又
は

団
体

に
あ

つ
て

は
名

称
及

び
（

、
（

、

代
表
者
の

氏
名

代
表

者
の

氏
名

記
名

押
印

又
は

署
名

）
。

）

電
話

番
号

電
話

番
号

認
定

番
号

認
定

番
号

放
送

法
施
行
規
則

第
1
27

条
の

規
定
に
よ
り

年
４
月
１
日

か
ら

年
３
月
3
1
日

ま
で

の
基

幹
放

送
設

放
送

法
施

行
規

則
第

1
2
7
条

の
規

定
に

よ
り

年
月

日
か

ら
年

月
日

ま
で

の
基

、
、

備
の
状
況

を
次
の

と
お
り
報
告

し
ま
す

幹
放

送
設

備
の

状
況

を
次

の
と

お
り

報
告
し

ま
す

、
。

、
。

［表
略

］

［表
同

左

］

［注
１

注
７

略

］

［注
１

注
７

同
左

］

～
～

別
表
第
二

十
九
号

（第
12
7
条
関
係

）

別
表

第
二

十
九

号

（第
12

7
条

関
係

）

特
定

地
上
基
幹

放
送
局
等
設

備
の
状
況

報
告
書

特
定

地
上

基
幹

放
送
局

等
設
備
の

状
況

報
告

書

年
月

日
年

月
日

総
務
大
臣

殿
総

務
大

臣
殿

郵
便

番
号

郵
便

番
号

住
所

住
所

ふ
り
が
な

ふ
り

が
な

（
）

（
）

氏
名

法
人
又
は

団
体
に

あ
つ

て
は

名
称

及
び

氏
名

法
人

又
は

団
体

に
あ

つ
て

は
名

称
及

び
（

、
（

、

代
表
者
の
氏

名
代
表
者

の
氏
名

記
名

押
印

又
は

署
名

）
。

）

電
話

番
号

電
話

番
号



免
許

番
号

親
局
の

免
許
番
号

を
記

載
す

る
こ

と
免

許
番

号
親

局
の

免
許
番

号
を

記
載
す

る
こ
と

（
。
）

（
。

）

放
送
法
施
行

規
則
第
1
2
7
条

の
規
定
に

よ
り

年
４
月
１

日
か
ら

年
３
月
3
1
日

ま
で

の
特

定
地

上
基

放
送

法
施

行
規

則
第

1
2
7
条

の
規

定
に

よ
り

年
月

日
か

ら
年

月
日

ま
で

の
特

、
、

幹
放
送

局
等
設
備

の
状
況
を

次
の
と
お

り
報
告
し

ま
す

定
地

上
基

幹
放

送
局

等
設

備
の

状
況

を
次

の
と
お
り

報
告
し
ま

す
、

。
、

。

［表
略

］

［表
同

左

］

［注
１

注
８

略

］

［注
１

注
８

同
左

］

～
～

別
表
第

三
十
号

（第
1
27
条
関
係

）

別
表

第
三

十
号

（第
1
27

条
関

係

）

基
幹
放
送
局

設
備
の
状

況
報
告
書

基
幹

放
送
局

設
備

の
状

況
報
告

書

年
月

日
年

月
日

総
務
大
臣

殿
総

務
大

臣
殿

郵
便

番
号

郵
便

番
号

住
所

住
所

ふ
り
が
な

ふ
り
が
な

（
）

（
）

氏
名

法
人

又
は
団
体
に

あ
つ

て
は

名
称

及
び

氏
名

法
人

又
は

団
体

に
あ

つ
て

は
名

称
及

び
（

、
（

、

代
表
者

の
氏
名

代
表
者
の

氏
名

記
名

押
印

又
は

署
名

）
。

）

電
話

番
号

電
話

番
号

免
許

番
号

親
局
の

免
許
番
号

を
記

載
す

る
こ

と
免

許
番

号
親

局
の
免

許
番

号
を

記
載
す

る
こ
と

（
。
）

（
。

）

放
送
法
施
行

規
則
第
1
2
7
条

の
規
定
に

よ
り

年
４
月
１

日
か
ら

年
３
月
3
1
日

ま
で

の
基

幹
放

送
局

放
送

法
施

行
規

則
第

1
2
7
条

の
規

定
に

よ
り

年
月

日
か

ら
年

月
日

ま
で

の
基

、
、

設
備
の

状
況
を

次
の
と
お

り
報
告
し
ま

す
幹

放
送

局
設

備
の

状
況

を
次

の
と
お
り

報
告
し

ま
す

、
。

、
。

［表
略

］

［表
同

左

］

［注
１

注
８

略

］

［注
１

注
８

同
左

］

～
～

別
表
第

四
十
八
号

（第
15
9
条
関
係

）

別
表

第
四

十
八

号

（第
15

9
条

関
係

）

衛
星
一
般
放

送
の
業
務

に
用
い
ら
れ

る
電
気
通

信
設
備
の

状
況
報
告

書
衛

星
一

般
放

送
の

業
務
に

用
い

ら
れ
る
電

気
通

信
設
備

の
状

況
報

告
書

年
月

日
年

月
日

総
務
大
臣

殿
総

務
大

臣
殿

郵
便

番
号

郵
便

番
号

住
所

住
所

ふ
り
が
な

ふ
り
が
な

（
）

（
）

氏
名

法
人
又

は
団
体
に

あ
つ

て
は

名
称

及
び

氏
名

法
人

又
は

団
体

に
あ

つ
て

は
名

称
及

び
（

、
（

、

代
表
者

の
氏
名

代
表

者
の

氏
名

記
名

押
印

又
は

署
名

）
。

）

電
話

番
号

電
話

番
号

登
録

番
号

登
録

番
号

放
送
法
施
行
規

則
第
1
5
9
条

の
規
定
に
よ

り
年

４
月
１
日

か
ら

年
３

月
3
1
日

ま
で

の
登

録
に

係
る

電
気

放
送

法
施

行
規

則
第

1
5
9
条

の
規

定
に

よ
り

年
４

月
１

日
か

ら
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
登

録
に

係
る

電
気

、
、

通
信
設

備
の
状
況

を
次
の
と

お
り
報
告

し
ま
す

通
信

設
備

の
状

況
を

次
の

と
お

り
報

告
し

ま
す

、
。

、
。

［表
略

］

［表
同

左

］

［注
１

注
７

略

］

［注
１

注
７

同
左

］

～
～



別
表

第
四
十
九

号

（第
1
59

条
関

係

）

別
表

第
四

十
九

号

（第
1
59

条
関

係

）

有
線
一
般

放
送
の
業

務
に
用
い

ら
れ
る
電
気

通
信
設
備

の
状
況
報

告
書

有
線

一
般

放
送

の
業

務
に

用
い

ら
れ
る

電
気

通
信

設
備
の

状
況

報
告
書

年
月

日
年

月
日

総
務
大

臣
殿

総
務

大
臣

殿

郵
便

番
号

郵
便

番
号

住
所

住
所

ふ
り
が

な
ふ

り
が
な

（
）

（
）

氏
名

法
人
又
は
団
体

に
あ

つ
て

は
名

称
及

び
氏

名
法

人
又

は
団

体
に

あ
つ

て
は

名
称

及
び

（
、

（
、

代
表

者
の
氏
名

代
表
者
の
氏

名
記
名

押
印
又
は

署
名

）
。

）

電
話

番
号

電
話

番
号

登
録

番
号

登
録

番
号

放
送
法
施

行
規
則
第
15
9
条
の
規
定

に
よ
り

年
４
月

１
日
か
ら

年
３
月

31
日

ま
で

の
登

録
に

係
る

放
送

法
施

行
規

則
第

1
5
9
条

の
規

定
に

よ
り

年
４

月
１

日
か

ら
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
登

録
に

係
る

、
、

電
気

通
信
設

備
の
状
況
を

次
の
と
お

り
報
告
し

ま
す

電
気

通
信

設
備

の
状

況
を

次
の
と

お
り
報

告
し
ま

す
、

。
、

。

［表
略

］

［表
同

左

］

［注
１

注
12

略

］

［注
１

注
12

同
左

］

～
～

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
報
告
期
限
が
令
和
三
年
四
月
一
日
以
降
で
あ
る
報
告
か
ら
適
用
す
る
。


